
 

事 務 連 絡 

令和４年４月 11 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、

関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。 

 



 

 

事  務  連  絡 

令和４年４月 11 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働省告示第 54 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和４年３月

４日保医発 0304 第１号）等により、令和４年４月１日より実施することとしているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添３までのとおり取り

まとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 
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（別添３） 

調－1 

調剤報酬点数表関係 

 

【在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算】 

問１ 「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算

を算定している患者については算定できない」とあるが、これらの加算は

併算定不可ということか。 

（答）そのとおり。なお、麻薬管理指導加算を算定する日以外の日に在宅患者訪

問薬剤管理指導料等を算定し、要件を満たせば、在宅患者医療用麻薬持続注

射療法加算を算定できる。 

 

【服薬情報等提供料】 

問２ 服薬情報等提供料について、「保険医療機関への情報提供については、

患者１人につき同一月に２回以上服薬情報等の提供を行った場合におい

ても、月１回のみの算定とする」こととされているが、服薬情報等提供料

１、２又は３をそれぞれ同一月に１回算定することは可能か。 

（答）可能。ただし、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算

定できない。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供

料１及び２については月１回に限り、服薬情報等提供料３については３月

に１回に限り算定可。 

 

問３ 服薬情報等提供料３について、「必要に応じて当該患者が保険薬局に持

参した服用薬の整理を行う」とあるが、服用薬の整理の要否については、

薬剤師の判断によるという理解でよいか。 

（答）そのとおり。ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認

した上で判断すること。 

 

問４ 服薬情報等提供料３について、保険医療機関への情報提供時又は患者の

次回来局時に算定できるという理解でよいか。 

（答）そのとおり。 

 
【連携強化加算】 

問５ 地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局において、必要な体制等

が整備された場合に、地域支援体制加算の届出とは別に連携強化加算の届

出を行ってよいか。 

（答）よい。 

 




